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当商品は、一時払保険料を「定額部分」と「変額部分」に分けて運用します。
当レポートは特別勘定で運用する「変額部分」の運用状況を開示したものです。
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この保険のしくみ図

この保険の費用とリスクについて

一時払保険料が
2つの部分に
分かれます

＜イメージ＞

■ 第１保険期間中の変額部分における費用

・保険契約関係費…特別勘定の資産総額に対して年率2.35％

・資産運用関係費…信託報酬は、投資信託の純資産総額に対して年率0.22％（税込）
＊上記の信託報酬のほか、信託事務に関する諸費用、監査費用、有価証券・金融派生商品の取引にかかわる費用および消費税などを間接的に負
担していただきます。なお、売買委託先、売買金額などによって手数料率が変動するなどの理由から、これらの計算方法は表示しておりません。
記載の信託報酬は当レポート発行月現在の数値であり、運用会社により将来変更される場合があります。

■ 第１保険期間中の定額部分における費用

積立利率の計算にあたって、ご契約の締結・維持などに必要な費用および死亡保険金を支払うための費用の率をあらかじめ差し引いております。

■ 第２保険期間中における費用

第２保険期間中の積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除します。
＊上記の費用は、第２保険期間移行日の年齢、性別、経過期間などによって異なるため、計算方法は表示しておりません。
また、積立利率の計算にあたって、ご契約の維持などに必要な費用および死亡保険金を支払うための費用の率をあらかじめ差し引いております。

■ 特定のご契約者に負担していただく費用
①第１保険期間中の解約返還金額は、つぎの費用を控除したうえで計算されます。

解約控除 ＝ 基本保険金額×解約控除率（10.0％～0.5％）

＊定額円貨建移行日以後に解約・減額した場合、解約控除はかかりません。
②「目標値到達時定額円貨建終身保険移行特約」を付加し、定額の円建終身保険に移行する場合、移行後基本保険金額は、保険契約の維持などに必

要な費用および死亡保険金を支払うための費用を控除する前提で算出されます。

＊上記の費用は、定額円貨建移行日の年齢、性別、経過期間などによって異なるため、これらの計算方法は表示しておりません。
③「年金支払移行特約」および「死亡給付金等の年金払特約」を付加した場合、年金受取期間中の毎年の特約年金支払日に、受取特約年金額に対し

て1.0％（円貨で特約年金を受け取る場合は最大0.35％）を負担していただきます（当レポート発行月現在の数値であり、将来変更すること
があります）。

■ 通貨を換算する場合の費用
「保険料円貨入金特約「」保険料外貨入金特約」などの特約の為替レートは、為替手数料としてT T M との差額（25銭～50銭）を加味したレートであり、
その差額はお客さまの負担となります（為替レートは、当レポート発行月現在の数値であり、将来変更することがあります）。

＊TTM（対顧客電信売買相場仲値）は、第一フロンティア生命所定の金融機関が公表する値となります。

■ この他に外貨のお取扱いに必要となる費用を負担いただくことがあります。

■費用について（この保険に係る費用は、以下の費用の合計になります）

■第１保険期間の変額部分の投資リスクについて（損失が生じるおそれ）

●第１保険期間の変額部分について、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートなどで実質
的に運用されるため、運用実績が積立金額、死亡保険金額、解約返還金額などの増減につながります。

●株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、積立金額、解約返還金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあ
ります。

■為替リスクについて（損失が生じるおそれ）

為替相場の変動により、お受取時の為替レートで円貨に換算した死亡保険金額、解約返還金額などが、ご契約時の為替レートで円貨に換算した死
亡保険金額、解約返還金額などを下回る場合や、ご契約時の為替レートで円貨に換算した一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれが
あります。為替相場に変動がない場合でも、為替手数料が反映された為替レートには差があるため、お受取時の為替レートで円貨に換算した保険金
額などがご契約時の為替レートで円貨に換算した一時払保険料相当額を下回るおそれがあります。

第１保険期間の定額部分や第２保険期間について市場価格調整（市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映）を行うこ
と、第１保険期間の変額部分について投資リスクがあること、第１保険期間の解約または減額の際に解約控除がかかることなどの理由により、解約返
還金額などが一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれがあります。

■解約・減額する場合のリスクについて（損失が生じるおそれ）
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